
【水質関係の届出等に係るフローチャート】 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

※有害物質貯蔵指定施設の届出はこのフローチャートによらない。  

 

水質汚濁防止法第２条第２項の規定により定める特定施設（政令別表第１に掲げる施設）があるか？＜→P61～68 参照＞ 

処理対象人員が 201 人以上 500 人以下のし尿処理施設※があるか？ 

※指定地域特定施設 ＜→P68 参照＞ 

児島湖流域内であるか？＜P8 参照＞ 

病院（病床 120 以上 299 以下）※があるか？ 
※みなし指定地域特定施設 ＜→P68 参照＞ 

 
湖沼水質保全特別措置法の指定施設があるか？ 
  ・豚房施設（総面積 40 ㎡以上 50 ㎡未満） 
 ・牛房施設（総面積 160 ㎡以上 200 ㎡未満） 
  ・馬房施設（総面積 400 ㎡以上 500 ㎡未満） 

・鯉の養殖施設（網いけす総面積 500 ㎡超） 

環境負荷低減条例の特定施設があるか？ 
・条例施行規則別表第６に掲げる 

特定施設のうち１～10 及び 20 の施設 
※P69 参照 

環境負荷低減条例の特定施設があるか？ 
 ・条例施行規則別表第６に掲げる 
  特定施設のうち１～20 の施設 

   ※P69 参照 

岡山県環境負荷低減条例 
に基づく届出手続 
 窓口：県民局、岡山市 
        倉敷市 
 ※P60 参照 

湖沼水質保全特別措置法
に基づく届出手続 
 窓口：県民局、岡山市 
        倉敷市 
  

水質汚濁防止法に基づく
届出手続 
 窓口：県民局、岡山市 
       倉敷市 
  ※P11～P52 参照 

瀬戸内海環境保全特別措置法
に基づく許可手続 
  窓口：岡山県、岡山市 
        倉敷市 
  ※P53～P59 参照 

水質汚濁防止法に基づく
届出手続 
  窓口：県民局（農林水産部） 
    岡山市、倉敷市 

※P11～P52 参照 

次の特定施設のみであるか？ 
   73 下水道終末処理施設 
   72 し尿処理施設（地方公共団体が設置するもの） 

 70 廃油処理施設（地方公共団体が設置するもの） 

YES NO 

NO YES 

YES NO 

NO 

規制なし 

NO YES 
規制なし 

YES NO 

YES 

YES 

YES NO 

１日当たりの最大排水量が 

50 ㎥以上か？ 

畜房施設のみか？ 

NO YES 

NO YES 


